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令和２年度 農業農村振興整備部会 

今年度の審議事項 

 
 
 今年度の農業農村振興整備部会においては、以下の事項についての審議を 

予定している。 
 
１．土地改良長期計画案の作成について（諮問） 
 
  新たな食料・農業・農村基本計画（令和２年３月 31 日閣議決定）におい

て、「農業者や農村人口の著しい高齢化・減少やスマート農業の進展等農業

を取り巻く情勢の変化を見据え、農業の成長産業化や農業・農村の強靱化に

向けた事業の計画的かつ効果的な実施に資するため、新たな土地改良長期計

画を令和２年度末までに策定する」旨が明記されたことを踏まえ、土地改良

法第４条の２第１項の規定に基づき、土地改良長期計画の案について、審議

を行う。（諮問文書：参考資料 3） 

 

２．農用地等の確保等に関する基本指針の変更について（諮問予定） 
 
  新たな食料・農業・農村基本計画において示された令和12年時点における

農地面積の見通し等を踏まえ、農業振興地域の整備に関する法律第３条の３

の規定に基づき、農用地等の確保等に関する基本指針の変更を行うことにつ

いて、審議を行う。 

 

３．国際かんがい排水委員会(ICID)について 
 
  農業用水を巡る世界の情勢を踏まえ、国際かんがい排水委員会（ICID）に

おける我が国の対応方針について審議する。 

 

４．土地改良事業計画設計基準、農業農村整備に関する技術開発計画の改定に

ついて（技術小委員会へ付託） 
 
  以下の事項について改定案を取りまとめる予定であり、技術小委員会へ 

付託する。 

 （１）土地改良事業計画設計基準・設計「パイプライン」（諮問予定） 

 （２）土地改良事業計画設計基準・計画「農地地すべり防止対策」（諮問予定） 
 （３）農業農村整備に関する技術開発計画 

 

資料１ 
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【開催スケジュール(案)】 
  現地調査を含めて合計７回程度開催予定。また、土地改良長期計画案の作

成に関し、地方懇談会を全国９箇所で開催予定。 

 

○農業農村振興整備部会の審議スケジュール（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○技術小委員会の審議スケジュール（案） 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

（１）土地改良長期計画（案）
　　 の作成

○  ○ ○ ○ ○   ○ ○

（２）農用地等の確保等に
　　 関する基本指針の変更

（３）国際かんがい排水委員会

議　　題
令和２年度

（審議）

（第71回国際執行理事会・

第24回総会）
（報告）

（諮問） （答申）（中間とりまとめ）

（諮問･答申）

（地方懇談会）
（現地調査）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
（１）計画設計基準・設計
　     「パイプライン」

○ ● ● ● ○

（２）計画設計基準・計画
   「農地地すべり防止対策」

○ ● ● ● ○

（３）農業農村整備に
　　 関する技術開発計画

 ● ● ● ● ○

技術小委員会
● ● ● ● ●

※ ○・・・農業農村振興整備部会    ●・・・技術⼩委員会

議  題 令和２年度 令和３年度

（諮問）

（諮問）

（付託）

（報告）（付託）

（付託）

（答申）

（報告）

（報告）（答申）


